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日本チェーンドラッグストア協会の要望事項

〇二重申請の解消に関する要望
１）要望の前提（二重申請の解消）
医薬品は効果とリスクを併せ持つことから、専門家による情報提供および相談
応需体制をとることは当然であり販売制度およびその運用の緩和を求めるもの
ではない。

２）調剤を行なわない時は、調剤スペース（調剤カウンター、調剤室）の閉鎖を行
なうことを可能とし、それ以外のＯＴＣ医薬品や衛生用品、その他の雑貨の販売
を、登録販売者が情報提供および販売できるようにしていただきたい。（役所や１
業界の理屈でなく、超高齢社会において地域に暮らす生活者や患者、利用者の
利便性やメリットを優先にすべき）

３）この場合、処方せん調剤応需時間を、店頭および調剤スペースに掲示し、患
者や顧客に知らされるようにすべきである。

４）上記２）、３）をもって、１つの薬局申請で顧客のニーズに応えられる営業体制
がとれるようにしていただきたい。
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○ 薬局開設者が医薬品の販売業を営む場合に、販売業の許可を受けるこ

とを要しないとしている趣旨は、薬局においては専任の薬剤師が常駐し医

薬品を管理する以上、販売についての「二重の拘束」は必要がないと考え

られるためである。

○ したがって、日本チェーンドラッグストア協会の要望事項にある、薬剤師

が不在となる薬局において、一般用医薬品の販売を行わせることはでき

ない。

○ また、許可権者である都道府県、保健所設置市・区に聴取したところ、

面積が狭い薬局の開設者が、薬局と店舗販売業の両方の許可を取得し

たいと希望した例はなかった。

○ 現行法でも薬局と店舗販売業との併設は可能であり、厚生労働省と

しては、当該許可申請に関して、自治体の行政活動の参考となるように、

基本的な考え方を示してまいりたい。

日本チェーンドラッグストア協会の要望事項に対する厚生労働省の考え方について
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○ 「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」（昭

和35年法律第145号）第２条において、「薬局」とは、薬剤師が販売又は授与の

目的で調剤の業務を行う場所のことをいうとされている。薬局開設者が医薬品

の販売業を併せ行う場合には、その販売業に必要な場所も含まれる。

○ 薬局は、医療提供施設として位置付けられており、薬局開設者には、調剤業務

等に対応できるよう、薬剤師の配置などの体制を整えることが求められる。

※ なお、「店舗販売業」とは、要指導医薬品又は一般用医薬品を、店舗において販売し、

又は授与する業務 とされている。

（参考）医薬品、医療機器等法の関係規定等

〈参照条文〉
○医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）
第２条
12 この法律で「薬局」とは、薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務を行う場所(その開設者が医
薬品の販売業を併せ行う場合には、その販売業に必要な場所を含む。)をいう。ただし、病院若しく
は診療所又は飼育動物診療施設の調剤所を除く。
（医薬品の販売業の許可の種類）
第25条 医薬品の販売業の許可は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める業務について行う。
一 店舗販売業の許可 要指導医薬品（第四条第五項第三号に規定する要指導医薬品をいう。以下同
じ。）又は一般用医薬品を、店舗において販売し、又は授与する業務 4




